
【日本医師会】

団体に関連した、循環器病に係る現状・課題と今までの取組について

①生涯教育制度の実施→各種講習会の開催やe-ラーニングの配信等を通じ、学習の機会を提供することで、地域における医療
の質の向上を図る。
②認定健康スポーツ医制度の実施→運動を行う人に医学的診療を行うのみならず、メディカルチェック、運動処方を行い、各
種運動指導者等に指導・助言を行い得る医師の養成とその資質の向上を行っている。生活習慣病、あるいは特定保健指導の段
階で、安全・安心な運動の勧奨を行う。また、適切なリハビリテーションを行う。
③重症化予防に係る取組み→かかりつけ医機能の充実と病診連携の推進、受診勧奨と事後指導の充実・治療成績の向上を図っ
ている。

短期的（数年程度）に重点的に取り組むべきと考える循環器病対策とその理由について (予
防・普及啓発、保健・医療・福祉の提供体制、研究等)

①適切な塩分摂取量管理、運動指導、投薬管理等の実施→下肢浮腫、頸静脈怒張、息切れ等の症状を抱えた心不全患者はこれら
の管理が大変効果的であるから、ステージA・Bの時期を、かかりつけ医が如何に丁寧に見ていくことが最重要である。
②情報の共有、心不全・脳卒中患者の状態に応じた適切なケアの実施→心不全ではステージBからCへの進行を防ぐには、かか
りつけ医等を中心とした地域における診療が求められ、全てのステージにおいて切れ目のない体制で患者を診る必要がある。
さらに、高齢患者へは整形外科と内科の両面からの診療連携体制が重要である。ステージＣからＤでは住み慣れた地域で、自
分らしい暮らしを続けることができるよう、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じた地域包括ケアシステムの体
制が重要であることから体制構築を求める。また、脳卒中患者には、合併症を有した患者等も含まれるため、必ずしもすべて
の患者が回復期リハビリテーションに移行しないため、急性期診療の終了後には、それぞれの患者の状態に合わせた回復期～
維持期の地域のかかりつけ医を中心とした診療提供体制を構築する必要がある。

中長期的（10年単位）に重点的に取り組むべきと考える循環器病対策とその理由について(予
防・普及啓発、保健・医療・福祉の提供体制、研究等)

①幼少期からの健康教育
→健康無関心層を減らすためには、幼少期からの健康教育体制の整備が必要である。
②ライフステージにあった診療体制の整備→先天性心疾患患者が成長し小児科から専門医へ移行できるよう、適切な診療等に関
する情報の移行・連携体制の構築。
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心不全患者の臨床経過と提供されるケアのイメージ

出典：循環器疾患の患者に対する緩和ケア提供体制のあり方について
（平30.4 厚生労働省 循環器疾患の患者に対する緩和ケア提供体制のあり方に関するワーキンググループ）

すべてのステー
ジにおいてかか
りつけ医等との
連携が重要
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緩和ケア
地域包括ケアシステムの体制

脳卒中の診療提供体制の
全体像イメージ

患者情報の共有に基づく
地域に応じた疾病管理

連携

連携

連
携

連
携

急性期

回復期

急性期の医療
〇急性期治療
〇急性期リハビリテーション

維持期 維持期リハビリテーション
（老健・通リハ等）
〇維持期リハビリテーション

回復期の医療
〇回復期リハビリテーション
〇亜急性期治療
（再発予防、基礎疾患・危険因子
の管理、合併症への対応等）

維持期の医療
（かかりつけ医等）
〇維持期治療
（再発予防、基礎疾患・危険因
子の管理等）

連
携
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医療的機能

〇患者の生活背景を把握し、適切

な診療及び保健指導を行い、自己の

専門性を超えて診療や指導を行えな

い場合には、地域の医師、医療機関

等と協力して解決策を提供する。

〇自己の診療時間外も患者にとって

最善の医療が継続されるよう、地域

の医師、医療機関等と必要な情報を

共有し、お互いに協力して休日や夜

間も患者に対応できる体制を構築す

る。

〇患者や家族に対して、医療に関す

る適切かつ分かりやすい情報の提供

を行う。

社会的機能

〇日常行う診療の他に、地域住民

との信頼関係を構築し、健康相談、

健診・がん検診、母子保健、学校

保健、産業保健、地域保健等の地

域における医療を取り巻く社会的

活動、行政活動に積極的に参加

するとともに保健・介護・福祉関係

者との連携を行う。また、地域の

高齢者が少しでも長く地域で生活

できるよう在宅医療を推進する。

かかりつけ医機能
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日医かかりつけ医機能研修制度

【目的】
今後のさらなる少子高齢社会を見据
え、地域住民から信頼される「かかり
つけ医機能」のあるべき姿を評価し、
その能力を維持・向上するための研修
を実施する。

【かかりつけ医機能】
１．患者中心の医療の実践
２．継続性を重視した医療の実践
３．チーム医療、多職種連携の実践
４．社会的な保健・医療・介護・福祉活動

の実践
５．地域の特性に応じた医療の実践
６．在宅医療の実践

＊日本医師会ホームページ「日医かかりつけ医機能研修制度」制度概要
より作成
（http://dl.med.or.jp/dl-med/doctor/kakari/system20160317_1.pdf）

【平成28年度】
開催日：平成28年5月22日
（日）
受講者数：6,051名
（日医会館：276名

ＴＶ会議：5,775名）

平成28年度に引き続き応用研修の受
講機会確保のため、都道府県医師
会・郡市区医師会においても同様の
研修会の開催をお願い。（平成28年
度は、22都道府県で計42回開催）

【平成29年度】
開催日：平成29年5月28日
（日）
受講者数：6,601名受講
（日医会館：239名
TV会議：6,362名）

日医かかりつけ医機能研修制度 応用研修会

【平成30年度】
開催日：平成30年5月20日（日）
開催場所：日医会館
（TV会議実施）
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心不全に関連する特集の掲載実績

・2017年10月号特集「心臓外科・血管外科の現状と展望」

・2016年 1月号特集「集中治療の進歩」
・2013年特集号(1)   「高血圧診療のすべて」
・2011年 7月号特集「心不全診療－予防と治療の最前線」

日本医師会雑誌
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日医e-ラーニング

・「日医ｅ-ラーニング」として実施要項で定められた様式に
従い、専門家が監修し制作された日医会員向けムービー教材

・チェック問題において80％以上の正解を得た者に指定された
１カリキュラムコードを1単位付与するもの。
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日医e-ラーニング

 協賛会社と制作したコンテンツ
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「増加している“隠れ心不全”の発見と治療」
監修者： 磯部 光章

榊原記念病院院長

日医e-ラーニング(心不全関連)
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緩和ケアの定義（2002年世界保健機関）

対象患者はがんに限定されるものではない。
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運動療法連携パス

リスクを持つ対象者・高齢者の運動
・医学的検査
・医師の助言

が必要

医療機関から運動指導機関へ
紹介・情報提供
・運動処方
・運動実施上の留意点など

運動機関から医療機関
フィードバック
・運動実践の記録
・体力検査結果など
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有所見者対応
指定運動療法施設
医療法４２条施設

かかりつけ
医

健康スポーツ医
のいる医療機関

保険者

産業医

企業

地区医師会

運動療法の
推進事務局

運動負荷試験を
行う医療機関

（または運動施設）

健康運動
指導士

健康運動
指導士

運動施設

健康運動
指導士

運動療法連携パスのイメージ
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健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に
関する基本法「第３章基本的施策」

法律 項目 取り組むべき施策

第１２
条

循環器病の予防等
の推進

適切な塩分摂取量管理、運動指導、投薬管理等の
実施

第１５
条

循環器病患者等の
生活の質の維持向
上

全てのステージにおいて切れ目のない体制で患者
を診る体制を構築

第１６
条

保健、医療及び福
祉に係る関係機関
の連携協力体制の
整備

先天性心疾患患者のライフステージにあった診療
体制の構築
健康無関心層を減らすためには幼少期からの健康
教育体制の整備

第１７
条

保健、医療又は福
祉の業務に従事す
る者の育成等

継続的な生涯教育の実施
認定健康スポーツ医制度の強化

第１８
条

情報の収集提供体
制の整備等

NDBや介護DBなどデータベースの効果的な利活用

第１９
条

研究促進等 個人の発症リスク評価法や予防法の開発研究
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